
時間の流れ

血
糖
コ
ン
ト
ロ
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（
不
可
）

（
優
）

○ 血糖コントロール不可例に対する指標改
善のための教育入院等、集中的な治療の
実施

専 門 治 療

◇◇病院

■■医療センター

○ 糖尿病の慢性合併症の専門的な治療
の実施

・糖尿病網膜症
・糖尿病腎症
・糖尿病神経障害 等

慢性合併症治療

◇◇病院

■■眼科

○ 糖尿病昏睡等 急性合併症の治療の実施

急性増悪時治療

■■病院

転院・退院時連携

血糖コントロール不可例の連携

健康診査等に
よる糖尿病の

早期発見

紹介時・治療時連携

紹介・
治療時
連 携

○ 糖尿病の診断及び生活習慣病の指導

○ 良好な血糖コントロール評価を目指した治療

○○診療所

◆◆医院

初期・安定期治療

※ 糖尿病の例
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第四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関する情報の提供の推進に関する
基本的な事項
二 疾病又は事業ごとの医療連携体制のあり方
２ 事業ごとに配慮すべき事項
(一) 救急医療において、・・・（略）・・・。精神科救急医療については、輪番制による緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保する
ための機能、重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応する中核的なセンター機能を強化することが求められる。

医療提供体制の確保に関する基本方針（平成１９年厚生労働省告示第７０号） （抜粋）

医療計画について（平成１９年７月２０日厚生労働省医政局長通知）（抜粋）

（別紙） 医療計画作成指針
第３ 医療計画の内容
１０ その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項

４疾病５事業以外で都道府県における疾病の状況等に照らして特に必要と認められる医療等については、次の事項を考慮して、記載す
る。
（１） 精神保健医療対策

① 精神科医療に係る各医療提供施設の役割
② 精神科救急医療（重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応する中核的なセンター機能を有する医療機関の整備や他科診療科

との連携による身体合併症治療体制の整備等）
③ うつ病対策（性別や児童、労働者、高齢者、産後等のライフステージ別の相談・治療体制、一般医療機関と精神科医療機関の連携体

制、地域における理解の促進等）に関する取組
④ 精神障害者の退院の促進に関する取組
⑤ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成１５年法律第１１０号）第４２条第１項第１号等

に基づく決定を受けた者に対する医療の確保、社会復帰支援等（指定医療機関の整備、保護観察所との協力体制等）に関する取組
（２） 障害保健対策

障害者（高次脳機能障害者、発達障害者を含む。）に対する医療の確保等（都道府県の専門医療機関の確保、関係機関との連携体制
の整備等）に関する取組
（３） 認知症対策

① 鑑別診断、急性期症状等に対応するための医療体制
② かかりつけ医と鑑別診断等を行う専門医療機関との連携体制

精神科医療の医療計画上の位置づけ
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疾病又は事業ごとの医療体制について
（平成１９年７月２０日厚生労働省医政局指導課長通知）（抜粋）

救急医療の体制構築に係る指針
第１ 救急医療の現状

１ 救急医療を取り巻く状況
（７） 精神科救急医療の動向

各都道府県において、地域の実情に応じた精神科救急医療体制が整備されており、夜間休日における精神科受診件数は人口万対年間
２～３件、この中で、身体合併症があり、精神疾患、身体疾患ともに入院医療を要する程度のものは約２％の頻度で発生しているとの報告
がある。

２ 救急医療の提供体制
（５） 精神科救急医療体制と一般救急医療機関等との連携

精神科救急医療は、平成７年より、精神科救急医療システムが創設され、精神科救急情報センターや地域の実情に応じて輪番制等によ
る精神科救急医療施設の整備が進められてきており、さらに、平成１７年からは、精神科救急医療センターが創設され、整備が進められて
きた。

しかし、緊急な医療を必要とする精神疾患を持つ患者を２４時間３６５日受け入れる体制が未だ十分でない地域もあることから、輪番制に
よる緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するための機能、重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応するための中核的
な機能、さらに、休日等を含め２４時間体制で精神疾患を持つ患者等からの緊急的な相談に応じ、医療機関との連絡調整等を行う精神科
救急情報センター機能については、より一層の強化を図っていく必要がある。

また、精神疾患を持つ患者が、身体的な疾患を患うことも尐なくなく、このような患者に対しても確実に対応するために、精神科救急医療
体制と、一般の救急医療機関や精神科以外の診療科を有する医療機関との連携を図る必要がある。

さらに、「自殺総合対策大綱」（平成１９年６月８日閣議決定）に基づき、自殺未遂者の再度の自殺を防ぐために、救急医療施設における精
神科医による診療体制等の充実を図る必要がある。


